
 

 

 

 

 
 
 
 
大 阪 府 情 報 公 開 条 例 の 運 用 状 況 

       （ 令 和 元 年 度 ） 
 

 
 

   １ 行政文書の公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

   ２ 情報公開審査会への諮問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

    ３  法人文書の公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

４ 情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

    ５  情報の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

   ６ 会議の公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

   ７ 出資法人の情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

資料４ 



 

 

１ 行政文書の公開 
 

[請求処理状況] 

府の行政機関が保有する文書に関し、１，８０５件（うち取下げ６０８件）の公開請求があった。 

請求方法は、インターネットによるものが最も多く４６％（８３１件）を占めた。 

公開請求のうち、取下げを除く１，１９７件に対し、１，５４１件の決定を行った（１件の公開請求につい

て複数決定が行われることがあるため、取下げを除く請求件数より決定件数が多くなっている。）。 

決定の主な内訳は、部分公開決定（一部非公開）が７２６件と最も多く、次いで全部公開決定が５７３件、

不存在による非公開決定が１９９件となっている。 

決定処理のうち７７％について、知事部局で処理を行い、その内訳は、都市整備部（４４２件）が最も多く、

次いで、環境農林水産部（１８４件）となっている。 

 

 

（注）１ １件の公開請求について複数の決定が行われる例 

・１件の公開請求に対象となる行政文書がある項目とない項目が含まれているため、公開・非公開等の決定と不存在に

よる非公開決定を行う場合 

・文書を管理している室課所ごとに決定を行う場合 

２ 非公開決定の内容 

○ 部分公開（一部非公開）：個人のプライバシー情報や法人の正当な利益を害する情報などの非公開情報が記載されて 

 いることを理由として文書の一部を非公開とし、他の部分は公開する決定。 

○ 不存在による非公開：文書の保存期間が経過し、すでに廃棄した場合や作成又は収受していない場合など対象となる 

 行政文書が存在しないことを理由とする非公開決定。 

○ 存否応答拒否による非公開：行政文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報が明らかになることを理由と 

して、行政文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否する決定。（条例第１２条） 

○ 適用除外による非公開：刑事訴訟に関する書類及び押収物については、条例を適用しないこととされていることを理

由とする非公開決定。（条例第４０条） 

○ 要件不備による非公開：行政文書を特定するに足りる事項の記載がない等の公開請求の要件を満たさないことを理由 

 とする非公開決定。（条例第７条第１項、第６項） 

区 分 令和元年度(件) 平成 30年度(件) 

行政文書公開請求の件数 １,８０５ １，６１７ 

請求方法別

内訳 

窓口に提出 ５２１ ４１３ 

府ホームページからの入力 ８３１ ８０８ 

ファクシミリで送信 ３９３ ３３１ 

郵送 ６０ ６５ 

行政文書公開請求の取下げ件数 ６０８ ５６０ 

行政文書公開請求の件数（取下げ件数を除く。） １,１９７ １，０５７ 

実施機関の決定の件数 （注）１ １,５４１ １，３３０ 

決定内容別

内訳 

（注）２ 

全部公開 ５７３ ４９９ 

部分公開 ７２６ ６２４ 

全部非公開 ２４ １５ 

不存在による非公開 １９９ １７４ 

存否応答拒否による非公開 １７ １６ 

適用除外による非公開 ０ ０ 

要件不備による非公開 ２ ２ 



 

 

 

[非公開理由の適用状況] 

非公開決定（不存在による非公開及び適用除外による非公開を除く。）の状況としては、個人情報を理由と

するものが５２０件と最も多く、次いで、公開すれば法人等の正当な利益を害する情報（法人等情報）である

ことを理由とするものが４４４件となっている。 

 

区 分 非 公 開 理 由 令和元年度(件) 平成30年度(件) 

公開しないこと

ができる情報 

法人等情報（条例第８条第１項第１号、第２項第１号） ４４４ ３５２ 

任意提供情報（条例第８条第１項第２号、第２項第１号） ３ ７ 

意思形成支障情報（条例第８条第１項第３号、第２項第１号） ８ １０ 

事務執行支障情報（条例第８条第１項第４号、第２項第１号） １７８ ２００ 

公共安全支障情報 ７５ １１３ 

内

訳 

公共安全支障情報（条例第８条第１項第５号） １８ ２ 

公共安全支障情報（条例第８条第２項第２号） ２３ ５３ 

公共安全支障情報（条例第８条第２項第３号） ３４ ５８ 

公 開 し て は 

ならない情報 

個人情報（条例第９条第１号） ５２０ ４７０ 

法令秘情報（条例第９条第２号） ３ ０ 

部分公開＋全部非公開＋存否応答拒否による非公開の総数 ７６７    ６５５ 

（注）１件の決定について複数の理由が該当する場合があるため、非公開の総数より非公開理由別の件数が多くなっている。 

 

 

 

 

 

２ 情報公開審査会への諮問 

部  局  区  分 令和元年度(件) 平成 30年度(件) 

知 事 部 局 副首都推進局 ８ ０ 

政策企画部 ４６ ２６ 

総務部 ５９ ５３ 

財務部 ２３ １４ 

 府民文化部 ７６ ３５ 

 IR推進局 １７ ３ 

 福祉部 ５８ ３５ 

 健康医療部 １０４ ８４ 

 商工労働部 １８ １８ 

 環境農林水産部 １８４ ８７ 

 都市整備部 ４４２ ４２８ 

 住宅まちづくり部 １５４ １２２ 

 会計局 ０ ０ 

行政委員会等 教育庁 １７５ １９６ 

選挙管理委員会 ３５ ３４ 

監査委員会 ４ ５ 

人事委員会 １ ６ 

労働委員会 ０ ５ 

収用委員会 ０ ０ 

海区漁業調整委員会 ０ ５ 

 内水面漁場管理委員会 ０ ０ 

 公安委員会 ４ １６ 

 警察本部 １３３ １５８ 



 

 

  情報公開審査会においては、情報公開条例の規定による公開決定等に対する不服申立て及び同条例の運用

に関する事項についての調査審議、情報公開制度の在り方についての建議に関する事務を行っている。 

 

［不服申立ての処理状況］ 

公開請求に対する実施機関の決定について、令和元年度に諮問のあった審査請求は３３件であった。 

令和元年度においては、過年度の諮問事案も含め、１９件の処理（答申１４件）が行われた。 

 

３ 法人文書の公開 

法人文書の公開の請求件数は２３件あり、各実施法人は２８件の決定を行った。その内訳は、全部公開決定
が９件、部分公開決定が１３件、全部非公開が１件、不存在による非公開決定が５件であった。 
なお、部分公開決定（１３件）の非公開理由は、個人情報を理由とするものが９件、事務執行支障情報を理
由とするものが６件、法人等情報を理由とするものが３件、意思形成支障情報を理由とするものが１件、公共
安全支障情報を理由とするものが１件あった（１件の公開請求について複数決定が行われることがあるため、
請求件数より決定件数が多くなっている。）。 

（法人別文書請求件数） 

区 分 令和元年度(件) 平成 30年度(件) 

公立大学法人大阪（大阪府立大学） ９ ６ 

大阪府立病院機構 ４ ５ 

大阪健康安全基盤研究所 ０ ２ 

大阪産業技術研究所 ０ ２ 

大阪府立環境農林水産総合研究所 ０ ２ 

大阪府住宅供給公社 ５ １２ 

大阪府土地開発公社 ２ ４ 

大阪府道路公社 ３ ６ 

    合  計 ２３ ３９ 

 
（法人文書公開請求及び実施法人の決定の状況） 

  （注）1件の公開請求について、項目別に分割して決定が行われる場合があるため、決定の件数が取下げを除いた請求件数を 

上回ることがある。 

４ 情報の提供 

  府が保有する公開可能な情報については、府民等の申出に応じて、担当課及び府政情報センターで情報提供

区  分 
取下げ 

件 数 

処 理 件 数 
答申待ち 

の件数 計 認容 
一部 

認容 
棄却 却下 

平成 29年度の諮問事案 ２０件 １件 １９件 ３件 ７件 ９件 ０件 ０件 

平成 30年度の諮問事案 ２０件 ０件 １７件 ０件 ４件 １３件 ０件 ３件 

令和元年度の諮問事案 ３３件 ０件 １件 ０件 ０件 １件 ０件 ３２件 

係 属 事 案 計  ５０件 ０件 １５件 ０件 ３件 １２件 ０件 ３５件 

区 分 令和元年度(件) 平成 30年度(件) 

法人文書公開請求の件数 ２３ ３９ 

法人文書公開請求の取下げ件数 ０ １５ 

実施法人の決定の件数 ２８ ２６ 

決定内

容別内

訳 

全部公開 ９ ８ 

部分公開 １３ ９ 

全部非公開 １ ０ 

存否応答拒否による非公開 ０ ０ 

不存在による非公開 ５ ９ 

適用除外による非公開 ０ ０ 

要件不備による非公開 ０ ０ 



 

 

を行うこととしている。このうち、府政刊行物の販売部数は９６８部あり、「乳幼児期からの発達支援 なんで

かな．．．？？？は気づきのスタート」（２３０部）、「令和元年大阪府基準地価格要覧」（２２２部）、「令和２年

度大阪府公立高等学校入学者選抜実施要項」（１２９部）の販売冊数が上位を占めた。 

 

５ 情報の公表 

（１）府政情報センターにおける資料の公表等 

府政に関する基礎的な情報や政策形成過程の情報について、ホームページに掲載するなどして積極的

に公表を行っている。 

なお、府政情報センターでは４５０件の資料等を公表した。 

 

府政情報センターで 

公表した資料等の件数 

令和元年度(件) 平成 30年度(件) 

４５０ ４５１ 

内

訳 

府政に関する基礎情報 １９３ １９６ 

政策形成過程情報 １４７ １２４ 

その他 １１９ １３４ 

 （注）１ 公表した資料等の内訳について 

○ 府政に関する基礎情報 

・府の施策、計画、指針等の概要 

・府の事務事業の概要（各室・課（所）等毎） 

・府の事務事業の評価の結果又はその概要 

・府の基本的な事務に関する要領、要綱、手引書等 

・府の出資法人の組織、事業及び決算等の概要（条例第２条第４項に規定する実施法人及び条例第３４条第２項の 

規定に基づき実施機関が定める出資法人に係るもの） 

・府の施設の管理に関する指定管理者との基本協定等  

○ 政策形成過程情報 

・府の基本的な施策、計画、指針等の策定及び重要な改廃等に係る案又は主要な検討資料 

・府の重要な政策決定等に関する部長会議等の協議又は報告の概要及び提出資料 

・府政に関する意見募集の結果又はその概要   他 

    ２ １件の資料について、複数の内訳に該当する場合があるため、内訳の件数が資料等の件数を上回ることがある。 

 
（２）特別顧問及び特別参与の職務の公表等 

「非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき報酬を支給した、特別顧問及び特別参与に

ついては、「特別顧問及び特別参与の職務の公表等に関する運用指針」により、従事した職務の遂行に係

る情報について、事前・事後公表を行っている。 

また、特別顧問等が職務に従事している場における当該実施状況のうち、ア 副首都推進本部会議で

の助言、イ 成果物の知事等への報告、ウ 特別顧問等相互間での意見交換については、会議の傍聴や

動画配信等によるライブ公開（※）を行っている。 
 
 （※）例 副首都推進本部会議における動画配信 

http://www.pref.osaka.lg.jp/renkeichosei/fukusyutosuishin/index.html 

 

区 分 令和元年度（件） 平成 30年度（件） 平成 29年度（件） 

事前公表 １２２ １１３ １２３ 

事後公表 １２５ １０９ １２５ 

ライブ公開 １０ ２ ３ 

  （注） 事前公表にはライブ公開分は含まない 

 
 

 

６ 会議の公開 

 公開制度の対象となる審議会等（法令又は条例で設置）は、令和元年度において２４５あった。このうち１

６０の審議会等が公開会議（議題等により非公開とする旨の留保付きのもの等を含む。）であった。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/renkeichosei/fukusyutosuishin/index.html


 

 

 

７ 出資法人の情報公開 

府では、出資法人の情報の公開に関する指導指針に基づき、府の出資法人のうち、府の事務と特に密接な関

係を有する法人を対象に、自主的に情報公開申出制度を実施するよう指導している。 

令和元年度は対象法人すべて（１８法人）で自主的に情報公開申出制度が実施され、情報公開の申出の件数

は、３法人において計７件であった。 

  

区    分 令和元年度(件) 平成30年度(件) 

情報公開申出制度実施法人数 １８法人 １８法人 

公開申出のあった法人 ３法人   ５法人 

公開申出の件数 ７件    ９件 

決定の件数  ９件    １０件 

決定内容

別内訳 

全部公開   ３件    ７件 

部分公開   ５件    １件 

全部非公開    ０件    １件 

存否応答拒否による非公開    ０件    ０件 

不存在による非公開   １件    １件 

   （注）１件の公開申出について、項目別に分割して決定が行われる場合があるため、決定の件数が 

公開申出の件数を上回ることがある。 


